
 

津市監査委員告示第３号 

 令和８年２月２４日付けで提出された住民監査請求書について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定に基づく監査の結果を、

令和８年４月１６日付けで別紙のとおり請求人に通知したので、同項の規定に

基づき、公表する。 

  令和８年４月２２日 

 

津市監査委員 嶌 田 光 伸 

津市監査委員  安 井 広 伸 

津市監査委員 片 山   光 

津市監査委員 伊 藤 哲 也 

  



 

第１ 請求の受理 

 １ 受理年月日 

   本件監査請求書は、令和８年３月３日に受理した。 

 ２ 請求人の住所・氏名 

住所 津市  

氏名 省略     

３ 請求の概要 

  本件監査請求書、補正書、事実を証する書面及び令和８年３月２７日に 

聴取した陳述の内容から、本件監査請求の概要は、次のとおりであると理 

解した。 

 ⑴ 請求の対象となる執行機関 

    上下水道事業局 

 ⑵ 対象となる財務会計上の事実 

    不法に施工された工事費及び本来必要でない工事費等 

 工事完了年月日 
番
号 

受託者 
組合
番号 

業務概要 請負金額   

令和 5 年 5 月 19 日 167 津市水道指定事業者協同組合 236 漏水修繕 2,040,400 円 

令和 5 年 5 月 24 日 233 津市水道指定事業者協同組合 313 出水不良修繕 641,400 円 

令和 5 年 5 月 25 日 234 津市水道指定事業者協同組合 314 出水不良修繕 378,400 円 

令和 5 年 5 月 27 日 235 津市水道指定事業者協同組合 315 出水不良修繕 117,500 円 

令和 5 年 5 月 30 日 236 津市水道指定事業者協同組合 316 出水不良修繕 722,300 円 

令和 5 年 6 月 1 日 237 津市水道指定事業者協同組合 317 出水不良修繕 392,400 円 

令和 5 年 6 月 2 日 238 津市水道指定事業者協同組合 318 出水不良修繕 354,900 円 

令和 5 年 6 月 7 日 239 津市水道指定事業者協同組合 319 出水不良修繕 577,300 円 

令和 5 年 7 月 28 日 564 津市水道指定事業者協同組合 670 舗装復旧 504,900 円 

小計         5,729,500 円 

              

令和 5 年 6 月 15 日 293 津市水道指定事業者協同組合 373 漏水修繕 210,500 円 

令和 5 年 7 月 14 日 431 津市水道指定事業者協同組合 535 漏水修繕 269,200 円 

令和 5 年 7 月 25 日 579 津市水道指定事業者協同組合 685 切替工事 168,300 円 

小計         648,000 円 

              

計         6,377,500 円 

              

令和７年 3 月 18 日 下工公担第 1‐5 図面作成業務委託（その 2） 548,377 円 



 

              

令和 8 年 1 月 31 日 水整第１２号藤方地内配水管布設工事 (62,755,000) 円 

        の内 20,844,066 円 

合計         27,769,943 円 

工事費及び業務委託費 計２７，７６９，９４３円（ただし、水整第

１２号については当初契約金額） 

⑶ 行為の違法及び不当な理由 

別添資料－１から９までの工事は、藤方第２雨水幹線築造工事施工業

者の奥村組ＪＶから「水道水の水量が少ない。水圧が低くトイレが流れ

ない」との連絡が上下水道事業局にあり、これを改善するために上下水

道事業局が発注した工事であり、別添資料－１０から１２までの工事は

別添資料－１から９までの工事と同じ工法で施工した国道２３号を横断

して民間事務所へ給水する工事である。また、別添資料－１４及び１５

の工事は当方が情報開示請求の上で問題点を指摘したのち上下水道事業

局が当該水道管を撤去し、改めて布設し直すための業務委託及び工事で

ある。 

ア 下水道法第２４条第１項第３号違反について 

開示された資料－２、５、７及び１０の工事写真で確認できるよう

に、φ５０ｍｍポリエチレン水道管が下水道暗渠内に施工された。こ 

の水道管が設置された暗渠は藤方第二排水区域内の藤方第２－２雨水 

幹線に位置付けられている。下水道法第２４条第１項第３号では下水 

道暗渠内には「何人に対しても、いかなる施設又は工作物その他の物 

件も設けさせてはならない」とされており明らかに今回の水道工事は 

これに違反する工事である。 

イ 有効水深内への設置 

上記アの水道管については、下水道の計画流量を決定する「道路土 

工要綱（排水）」で定めている有効水深（８割水深）内に設置されて 

いることから、この下水道暗渠の断面を阻害し流下能力を設計よりも 

減少させ、流域への浸水被害の危険性を増大させている。 

ウ 無許可工事及び不法占用 

資料－１６によると、この水道管の設置に関しては、下水道管理者 

の占用加工許可及び橋梁の管理者である道路管理者の占用加工許可を 

得ずに工事を実施している。また、国道２３号下の函渠の工事につい 



 

ては国土交通省の許可が必要であるが無許可で実施している。 

エ 理論上説明できない理由での施工理由及び令和６年９月議会での虚

偽答弁 

追加で施工した２本目のφ５０ｍｍ水道管の施工理由については、

令和６年９月９日建設水道委員会で川口和雄議員への答弁で「水道使

用者からφ５０ｍｍ１本では水量が足らないとのことでしたので、さ

らに１本入れた」との答弁（資料－１８）をしているが、令和７年２

月１８日付け回答書「【質問】回答１－ⅵついて」（資料－２０）の

とおり上下水道事業局も認めているように水道管を追加しても水量は

変わらない。また、水量不足を訴えた水道使用者である奥村組ＪＶに

当方が確認したところ別紙（資料－１９）のとおり奥村組ＪＶは上下

水道事業局の主張と異なり１本目での水量不足の確認はしていないと

の説明を受けている。 

オ 職員の処分について 

上下水道事業局には、今回の水道管工事にかかる下水道法違反をは

じめとする数々の不法及び不正に関わった職員の処分について考えを

尋ねたが、（資料－２２回答２）により、同じ施工業者による収賄罪

及び詐欺罪ですでに処分されたことによりこの件での処分は考えてい

ないとのことである。しかし、これは収賄・詐欺事件とは全く関係の

ない工事施工に関する問題であるので新たに処分を下す必要がある。 

   カ 下水道法第２４条第 1 項第３号違反及び有効水深内への設置につい

て 

下水道法では、「函渠内にいかなる施設及び工作物を設けさせては

ならない」と規定されているが資料２、５、７及び１０の工事写真で

確認するとボックスカルバートが削孔されていることが確認できる。 

資料２０⑵では、上下水道事業管理者との協議で、出水期までに

撤去すると回答を得ていたが、実際の工期は出水期を過ぎた令和７

年７月１４日から令和８年１月３１日までであった。 

⑷ 津市に生じている損害 

ア 下水道法に違反し、また虚偽の報告で施工した水道設置工事費 ６，

３７７，５００円 

イ 破損した函渠の安全確認にかかった業務委託費 ５４８，３７７円 

ウ 水道管の撤去及び付替えにかかる費用 ２０，８４４，０６６円



 

以上２７，７６９，９４３円が津市民よりの水道料金から無駄に支

出されている。 

エ 理論的に説明できない信用性に欠ける証言と請負業者を利用した虚

偽の説明で工事を正当化し、上下水道事業局に無駄な工事を行わせ津

市の建設行政の信頼を失墜させた。 

オ 国道下及び津インクル横の暗渠への工事については、そもそも津市

水道指定事業者協同組合と契約した維持修繕工事の範疇ではなく給水

工事で対応するべきものを設計も行わず現場任せで発注していること

も不法な支出に当たる。正規の設計を行い、工事を施工していれば今

回の事案は免れたと思われる。 

⑸ 求める必要な措置 

ア 市民からの水道料金を健全な水道事業以外に支出された費用を市民

に返還するため１箇月の間、全市民の水道基本料金から２１０円減額

すること。 

イ 上下水道事業局も（資料－２２回答２）で認めているとおり奥村組

ＪＶに対する工事用給水であることから奥村組への給水引込工事に係

る費用負担は奥村組が負担すべきであるので、奥村組ＪＶに請求する

こと。 

ウ 職員への処分については、上下水道事業局は資料－２２及び２４の

主張により職員は意図的に行ったものではないこと、また別事件で処

分されていることから処分を行っていないが、（ア）令和５年５月１

８日からの津インクル横函渠の工事（イ）令和５年６月１５日からの

国道下函渠の工事（ウ）令和６年９月議会での答弁作成など少なくと

も３回以上は決裁上の技術職員を含め法令違反を確認する機会があっ

た。これは、関係する職員に重大な過失があったと言わざるを得ない。

また、議会及び情報開示請求に対する回答に虚偽の報告が確認されて

いることからも関係した職員に賠償及び厳正な処分を行うこと。 

エ 令和６年９月議会での虚偽答弁の取消し。 

オ 津市に生じている損害として賠償を求める金額の総額は、２７，７

６９，９４３円で、全市民の水道料金から２１０円を減額、奥村組Ｊ

Ｖ又は上下水道事業管理者及び関係する職員による賠償のいずれかの

方法による賠償を求める。 

⑹ 財務会計上の行為から 1 年が経過して請求する正当な理由 



 

 事実を知り得た時期は最初に公文書開示された令和６年１０月２日で

あり、その後、令和６年１２月１１日に質問状を送付し、（資料－２５）

のとおり上下水道事業局の文書収受の不手際があり最終的な上下水道事

業局の回答が送付されたのは令和７年６月６日であり、また、この件の

処理を行っている工事（資料－１５）は今年度末の工期であるので住民

監査請求は正当である。 

第２ 監査の実施 

 １ 監査の対象事項 

   本件監査請求の監査の対象事項については、本件監査請求が、適法な監

査請求であるか否か、適法な監査請求であると認めたときは、当該適法な

監査請求に係る財務会計行為が違法若しくは不当な行為に当たるか否か、

とした。 

 ２ 監査の手続 

   本件監査請求の監査の手続については、次のとおり行った。 

   監査対象部局を上下水道事業局水道整備課、水道維持課及び下水道施設 

課とし、請求人の立会いのもと関係職員の陳述を聴取した。 

第３ 監査の結果 

１ 確認した事実 

   本件監査請求について、請求人が提出した事実を証する書面、監査対象

部局から提供を受けた関係書類、令和８年３月２７日に請求人及び関係職 

員から聴取した陳述により確認した事実を整理した内容は次のとおりであ

る。  

⑴ 経緯 

    本件監査請求に係る修繕及び工事の施工については、奥村組ＪＶが受

注する藤方第２雨水幹線築造工事において、奥村組ＪＶの現場事務所及

び建設現場への給水が必要となったことに起因するものである。 

    奥村組ＪＶへの給水に当たり、工事現場に近接する箇所に下水道施設

課が所管する給水管（２次側）が存在していたことから、奥村組から申

出を受けた下水道施設課は、当時の水道工務課（以下「水道工務課」と

いう。）や営業課と協議することなく安易に奥村組に対し当該給水管か

ら分岐し給水することを認め、奥村組ＪＶとの間で「水道設備一時使用

契約」及び「水道使用料金契約」を締結した上で、下水道施設課の水道

メーターについて奥村組に使用者変更を行った。 



 

    その後、奥村組から下水道工務課に、現場事務所において「水量・水 

圧がない」と相談があり、下水道工務課から連絡を受けた水道工務課は、

奥村組の水道メーターに対し、水道法第１５条第２項の規定（水道事業 

者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければ 

ならない。）に基づき、その義務を果たすべく、出水不良の原因であっ 

た奥村組の水道メーターに接続する既設水道本管φ７５ｍｍの閉塞に伴 

う修繕及び更新工事を実施したものである。 

⑵ 修繕番号１６７、２３３から２３９及び５６４の修繕概要について 

ア 修繕に至る経緯 

     奥村組が使用している現場事務所において「水量・水圧がない」と 

の連絡を受け、水道工務課職員により、現地にて出水不良原因の調査 

を行ったところ、藤方６３７番地に設置しているφ７５ｍｍの水道メ 

ーターにおいて水量・水圧が明らかに減少していることを目視により 

確認し、加えて、国道歩道に布設されている既設水道本管φ１００ｍ 

ｍに設置してある消火栓において水量・水圧を確認したところ十分な 

水量・水圧が確保されていることが目視により確認できた。このため、

市道内に埋設されている既設水道本管φ７５ｍｍが閉塞していると判 

断し、修繕業務を実施したものである。 

なお、当該修繕が９回に分かれているのは、当時は修繕内容を日報 

でしか管理できていなかったためであり、その理由は、令和７年２月 

１９日に公表した「津市水道事業における維持、修繕業務に係る業務 

改善の取組」のとおりである。当該修繕業務の実施に当たっては、本

来、２本の仮設管を下水道工務課が管理するボックスカルバート内に 

設置を行う際、その施工に係る下水道法（ボックスカルバート）に係 

る協議及び道路法（市道部、勝開橋）に係る占用手続を行うべきとこ

ろ、その後、市道部については令和６年１２月に、勝開橋部について 

は令和７年３月に道路占用許可を得たものの、修繕実施時点において 

は道路占用許可を得ておらず、また、下水道法（ボックスカルバート）

に係る協議については行っていない。 

また、ボックスカルバート内への仮配管の設置については、国道西 

    側のボッスカルバート内に既に２本の給水管が設置されている状態を 

見て、現場担当者（技能員）が安易な判断のもと実施したものである

が、その報告を受けた管理監督職員が下水道法に抵触するにも関わら



 

ず、それを防止しなかった。 

イ それぞれの修繕内容の詳細 

（ア） 修繕番号１６７ 

令和５年５月１８日、国道部既設水道本管φ１００ｍｍから、出

水不良を起こしている既設水道本管φ７５ｍｍの仮設管用としてφ

５０ｍｍ分を１箇所、万が一当該仮設管１本で水量が不足した場合

に再度国道部を掘削することによる国道への交通影響を考慮し、仮

設管用として２本目のφ５０ｍｍ分を１箇所、またこれとは別に、

当該出水不良の調査中に国道横断部において漏水を発見したことに

よる西側漏水修繕用としてφ５０ｍｍ分を１箇所の合計３箇所の取

出し作業を実施 

（イ） 修繕番号２３３ 

令和５年５月２４日、既設水道本管φ７５ｍｍの仮設管としてボ 

ックスカルバート内に１本目となるφ５０ｍｍ仮配管の配管作業を 

実施 

（ウ） 修繕番号２３４ 

令和５年５月２５日、前日の設置箇所からφ７５ｍｍ水道メータ

ーまでのφ５０ｍｍの配管作業を実施 

（エ） 修繕番号２３５ 

令和５年５月２７日、修繕番号１６７で作業をした国道部水道本 

管φ１００ｍｍから３箇所の取出し管をボックスカルバート内へ入

れるための削孔作業を実施 

（オ） 修繕番号２３６ 

令和５年５月３０日、修繕番号１６７で作業をした国道部既設水

道本管φ１００ｍｍから３箇所のうち、出水不良箇所 1 箇所分及び

西側漏水箇所１箇所分の仮配管との接続作業を実施  

その後、１本目となるφ５０ｍｍ仮配管を水道メーターに接続す

るに当たり現場担当者（技能員）が水の出を目視により確認し検討

したところ、これまでの経験から必要水量が確保されない可能性が 

あると判断したため、２本目となるφ５０ｍｍ仮設管のための接続 

作業を実施 

（カ） 修繕番号２３７ 

令和５年６月１日、２本目となるφ５０ｍｍ仮設管をφ７５ｍｍ



 

の水道メーターから勝開橋西側までの配管作業を実施 

（キ） 修繕番号２３８ 

令和５年６月２日、前日の設置箇所から修繕番号２３６にて２本

目となる仮設管のための接続作業実施箇所までのφ５０ｍｍ仮設管

をボックスカルバート内へ配管作業を実施 

（ク） 修繕番号２３９ 

令和５年６月７日、仮設管φ５０ｍｍ２本の水の出を目視により

確認し、閉塞していた既設水道本管φ７０ｍｍを水道メーター手前

のバルブで閉め止水した上で、φ７５ｍｍの水道メーターへ仮設管

２本分の接続作業を実施 

（ケ） 修繕番号５６４ 

令和５年７月２８日、これまでの作業に伴う、掘削箇所において 

の舗装本復旧作業を実施 

⑶ 修繕番号２９３、４３１及び５７９の修繕概要について 

ア 修繕に至る経緯 

出水不良の調査中に国道２３号歩道にて音調棒により漏水音の確認 

をしていたところ、国道より西側の建物へ接続している配管（鋼管φ 

５０ｍｍ）で漏水していることが確認されたことから、国道上におい 

て漏水に伴う二次被害を避けるためその配管上のバルブを閉め、修繕 

業務を実施したものである。 

なお、当該修繕が３回に分かれているのは、当時は修繕内容を日報

でしか管理できていなかったためであり、その理由は、令和７年２月

１９日に公表した「津市水道事業における維持、修繕業務に係る業務

改善の取組」のとおりである。 

国道２３号下ボックスカルバート内の配管については、既に国道東

側歩道から国道西側に向け、ボックスカルバート内に当該修繕におい

て実施したものを含め３本の配管がされており、その配管に対する国

道路管理者への占用手続については、３本中１本（平成２７年度民間

工事分ＰＰφ５０ｍｍ）はなされていたものの、残り２本（平成１２

年度民間工事分ＰＰφ４０ｍｍ、令和５年度津市修繕分ＰＰφ５０ｍ

ｍ）については占用手続を行っていなかった。その後、国道路管理者

との協議を行い、令和７年８月に道路占用許可を得たものの、修繕実

施時点においては道路占用許可を得ていなかった。 



 

イ それぞれの修繕内容の詳細 

（ア） 修繕番号２９３ 

令和５年６月１５日、国道西側に向けて φ５０ｍｍ仮設管を国道

下ボックスカルバート内へ配管作業を実施 

（イ） 修繕番号４３１ 

令和５年７月１４日、国道西側藤方６６６－８付近水道メーター

への配管作業（φ５０ｍｍ及び φ２０ｍｍ）を実施  

（ウ） 修繕番号５７９ 

              令和５年７月２５日、国道西側藤方６６６－８付近水道メーター

との接続作業（φ５０ｍｍ及び φ２０ｍｍ）を実施 

⑷ 藤方地内配水管布設工事及び図面作成業務委託（その２）の概要につ

いて 

ア 藤方地内配水管布設工事の概要 

藤方地内（国道２３号東側）の市道藤方第２７号線に埋設されてい

る既設水道本管ＣＩＰφ７５ｍｍは、昭和４９年に設置され、鋳鉄管

の耐用年数４０年から５０年を超えた老朽化した配水管で、耐震適合

管でなく配水管の内面にモルタルライニング等がされていない配水管

であり、第３の１⑵のとおり、配水管内の閉塞が確認され、ボックス

カルバート内にＰＰφ５０ｍｍ２本の仮配管を設置して水道水の供給

を行っている状況であった。 

     当該配水管は、排水ポンプの稼働時にポンプ冷却水として使用する 

ため藤方排水機場等へ水を供給するためのものであり、浸水被害の軽

減に備え常に健全な状態であるべき重要な配水管として、安定した水

量で恒久的に給水する必要があるものである。 

       このことから、今回、藤方地内（国道２３号西側）の市道藤方第２ 

８号線に水道本管ＤＩＰφ７５ｍｍ及びＰＰφ５０ｍｍを整備するの 

と同時に、同地内（国道２３号東側）の市道藤方第２７号線に埋設さ

れ、閉塞が確認された既設水道本管φ７５ｍｍの老朽管対策事業とし

て、新たに水道本管ＨＰＰＥφ７５ｍｍ（取出し部分から一部区間は 

ＤＩＰφ１００ｍｍ及びＨＰＰＥφ１００ｍｍ）を整備したものであ

る。 

なお、これに伴い、下水道法第２４条第１項第３号（行為の制限等）

に抵触する状態にあったボックスカルバート内に、仮配管として布設 



 

したＰＰφ５０ｍｍ２本及び国道２３号西側への給水管を撤去すると 

ともに、ボックスカルバートの削孔穴の補修を行ったものである。 

イ 図面作成業務委託（その２）の概要 

本業務は、第３の１⑵の修繕により、津市藤方地内の既設ボックス

カルバート（１，６００ｍｍ×１，６００ｍｍ）に横穴等を開けたこ

とによるボックスカルバートの構造照査を行うことを目的として実施

したものであり、ボックスカルバートに横穴等が開けられた位置等の

調査を行い、構造照査を実施したものである。 

なお、構造照査の結果、ボックスカルバートに構造上の問題はなく、

横穴等の補修については、コンクリートやモルタル等で充填する方法 

が望ましいとの結果であった。 

⑸ 令和６年９月９日建設水道委員会における川口和雄議員への答弁につ

いて 

議会答弁に備え事前に担当職員に確認をしたところ、奥村組に確認し 

たと聞いていたため、現場担当者（技能員）等に確認を行わないまま、 

その旨回答したところであるが、議会答弁以後、詳細な確認を行ったと 

ころ、水量不足の確認については現場担当者（技能員）が目視で確認し、

これまでの経験から水量が不足していると判断し、担当職員に報告した 

とのことであった。 

具体的には、令和５年５月３０日、修繕番号１６７で作業をした国道

部既設水道本管φ１００ｍｍから、出水不良箇所 1 箇所分及び西側漏水

箇所１箇所分の接続作業を実施した後、１本目のφ５０ｍｍの仮配管を

水道メーターに接続するに当たり、現場担当者（技能員）が水の出を目

視により確認し検討したところ、これまでの経験から必要水量が確保さ

れない可能性があると判断したため２本目の仮設管のための接続作業を

指示したものであることが明らかになった。    

このため、令和６年９月９日建設水道委員会での川口和雄議員への答 

   弁は誤りである。なお、令和６年９月議会の建設水道委員会での川口和 

雄議員に対する答弁の取扱いについては、今回の調査で明らかとなった 

事実を含め、議会側と調整の上、対応する。 

⑹ 職員に対する処分について 

令和７年２月１９日に報告した「津市水道事業における維持、修繕業 

務に係る業務改善の取組」に記載のとおり、当時においては、委託契約 



 

に係る業務仕様書等に基づく業務執行が適切に行われていなかったこと 

に加え、本来、修繕範囲及び修繕方法などを含めた修繕内容の判断は、 

技術職員が組織としての意思決定を前提として行うべきものであるとこ

ろ、技能員にその権限を与えていたこと、さらには、業務担当者の業務 

関係法令に関する知識の不足と意識の欠如などが要因であり、当該現場

は、真にこの要因による顕著な事例であるといえる。なお、職員の処分 

については、令和７年３月１９日付けで元水道工務課職員による詐欺及 

び収賄事件に係る調査により判明した不適切な行為等における管理監督 

責任として、これらの要因に対し、当時の管理監督職員に対し組織とし 

ての処分が行われており、上下水道事業管理者にあっても管理監督責任 

を明らかにするために、自身の給料を自主返納したものであり、これに 

より職員に対する処分は既に行われたものと認識している。 

⑺ 請求人が主張する津市に生じている損害額について 

下水道法に違反し、また虚偽の報告で施工した水道設置工事（以下 

「修繕工事」という。）に係る費用６，３７７，５００円については、 

国道２３号東側（市道藤方第２７号線）に埋設された既設水道本管φ７ 

５ｍｍの閉塞が判明したため、水道使用者（奥村組）の水道メーターに 

対し水道法第１５条第２項の規定に基づきその義務を果たすべく実施し 

た修繕、及び国道２３号西側の建物に接続する配管漏水について二次被 

害を防止するために実施した修繕に要した費用であり、修繕実施時の施 

工方法の判断に誤りがあったとはいえ、必要な修繕費用である。 

破損した函渠の安全確認にかかった業務委託費５４８，３７７円につ 

いては、修繕施工時に既設ボックスカルバートに横穴等を開けたため、 

その補修に向けてボックスカルバートの構造照査を実施した費用であり、

修繕実施時の施工方法の判断に誤りがあったとはいえ、ボックスカルバ 

ートの安全確保を図るために必要な業務委託費用である。 

水道管の撤去及び付替えに係る費用２０，８４４，０６６円について

は、当該既設水道本管の閉塞に対し、新たに水道本管を整備するため、 

閉塞していた既設水道本管の撤去に係る費用及び新たな水道本管布設に 

係る費用として１５，９４８，２４４円、これに伴う舗装復旧に係る費 

用として３，２１８，３９６円、ボックスカルバート内に布設されてい 

た仮配管の撤去に係る費用として１，６６５，７９５円、ボックスカル 

バートの構造照査の結果を踏まえボックスカルバートの安全性を確保す 



 

るために実施した横穴等の補修に係る費用として１１，６３１円であり、

閉塞が確認された既設水道本管φ７５ｍｍの解消を図るべく老朽管対策 

事業として実施した一連の工事に必要な工事費用である。 

⑻ 奥村組ＪＶに求める費用の必要性について 

閉塞が確認された水道本管φ７５ｍｍの機能回復を行った修繕工事で 

あり、水道工務課が行うべき工事であるため、奥村組ＪＶに求める費用

ではない。 

 ２ 監査の対象事項に係る判断 

 ⑴ 監査の対象事項 

   請求人の要旨及び請求人が提出した証拠書類から、請求人が津市に生

じている損害として主張する修繕工事に係る費用６，３７７，５００円

については、支払日からすでに１年を経過しており、請求人の主張する

「財務会計上の行為から１年を経過して請求する正当な理由」とは認め

ず監査の対象事項から除外した。 

破損した函渠の構造照査を行うための下工公担第１―５図面作成業務

委託（その２）仮設管撤去及び水道本管付替えに係る水整第１２号藤方

地内配水管布設工事（以下「図面作成業務委託等」という。）を監査の

対象事項とし、違法若しくは不当な行為に当たるか否かとした。 

  ⑵ 請求期間を経過して本件監査請求を行う「正当な理由」に対する判断 

普通地方公共団体の執行機関、職員の財務会計上の行為は、たとえ違

法、不当であったとしても、いつまでも、監査請求の対象としておくこ

とは法的安定性を損なうことから、監査請求期間について、地方自治法

（以下「法」という。）第２４２条第２項において「当該行為のあった

日または終わった日から１年を経過したときは、これをすることができ

ない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定さ

れていることから、請求期間を経過して行われた本件監査請求の「正当

な理由」の有無について検討を行った。 

この「正当な理由」の有無については「普通地方公共団体の住民が相

当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足

りる程度に財務会計上の行為の存在又は内容を知ることができなかった

場合には、法第２４２条２項ただし書が適用されるが、この場合におけ

る正当な理由の有無は、特段の事情のない限り、当該普通地方公共団体

の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて監査請求をする



 

に足りる程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される

時（以下「起算日」という。）から相当な期間内に監査請求をしたかど

うかによって判断すべきである。」とされている。（最高裁判所平成１

４年９月１２日判決平成１０年（行ツ）第６９号・第７０号） 

請求人は請求書において、事実を知り得た時期は、請求人に公文書が

開示された令和６年１０月２日であるとしているが、この時期について

調査したところ、請求人は令和６年１０月２日付けで、情報公開手続に

より上下水道事業局から開示された資料等を受け取り、これら開示資料

から水道工務課の工事内容には、下水道法に抵触する違法状態がある事

実を把握した上で、令和６年１２月１１日付けで監査対象部局に質問状

を送付しており、遅くとも同日に、請求人は、監査請求をするに足りる

程度に本件監査請求に係る修繕工事の支出の存在及び内容を知ることが

できたと解される。 

このことから、起算日を令和６年１２月１１日とし、起算日から１年

２箇月の期間が経過した令和８年２月２４日に提出された本件監査請求

は、相当な期間内にされたものということはできない。 

よって、受理をした本件監査請求書のうち、請求人の主張する修繕工 

事に係る費用６，３７７，５００円については、監査請求期間を経過し 

たものと言わざるを得ず、不適法であると判断する。 

⑶ 違法性の承継に対する判断 

修繕工事については、本件監査請求の対象事項から除外したが、先行 

行為としての修繕工事と後行行為としての図面作成業務委託等の間に因 

果関係を認め、違法性の承継があるか否か、検討を行った。 

 本検討の前提として、法第２４２条第２項は「当該行為のあった日ま 

たは終わった日から１年を経過したときは、これをすることができない。

ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定し、監査 

請求期間につき期限を設けており、その趣旨は第３の２⑵に記載のとお 

りである。 

そして、先行する財務会計行為について監査請求期間が経過した場合 

の違法性の承継について、静岡地裁平成１０年７月１７日判決（平成８ 

年（行ウ）５号）において、「特定の財務会計行為について監査請求期 

間を徒過したためにその違法、無効を論ずる余地がなくなった場合には、

これを前提としてなされる後行の財務会計行為について、前者の違法性 



 

を承継しているとしてその違法を取り上げることは、後行の財務会計行 

為自体に独自の違法が存することを理由とする場合以外には許されない 

と解するべきである。そうでなければ、先行する財務会計行為について 

監査請求期間が経過したにもかかわらず、結局はその効力等について穿 

鑿を許すことになり、監査請求期間を制限した法の趣旨に反する」とそ

の判断を示している。 

これらを勘案し、監査対象部局を調査した結果、後行の財務会計行為 

である図面作成業務委託等については、地方自治法、地方公営企業法等 

関係法令及び津市会計規則の規程の趣旨に即し、契約の締結が為され、 

支出が行われており、当該図面作成業務委託等の先行工事である修繕工 

事の違法性の承継を認める余地はないと判断した。 

よって、受理をした本件監査請求書のうち、図面作成業務委託等を本 

件監査請求の監査の対象事項とした。 

⑷ 図面作成業務委託等について 

    監査の対象事項とした図面作成業務委託等は、老朽管対策事業として、

新たに配水管を整備するとともに、下水道法第２４条第１項第３号に抵 

触するとの認識を持たずに施工した修繕工事の違法状態を是正するため 

に致し方なく、必要な業務であると認められる。 

図面作成業務委託等の契約は有効に成立しており、当該図面作成業務 

委託等の受託事業者が、契約内容どおりに業務を履行し、発注者が業務 

完了確認を行えば、業務委託料を支払う法律上の義務があり、当該図面 

作成業務委託等に係る支出命令及び支払に関して、財務会計上の義務に 

違反する違法性はないと判断する。 

 ⑸ 職員への処分に係る判断 

 本件監査請求のうち、職員への処分については、監査請求における措 

置事項に当たらないと判断する。 

 ⑹ 令和６年９月議会での虚偽答弁の取消しへの判断 

   本件監査請求のうち、虚偽答弁の取消しについては、監査請求におけ

る措置事項に当たらないと判断する。 

３ 結論 

   本件監査対象事項とした図面作成業務委託等については、下水道法第２ 

４条第１項第３号に抵触するとの認識を持たずに施工した修繕工事の違法 

状態を是正するために致し方なく、必要な業務であり、当該図面作成業務 



 

委託料等に係る支出命令及び支払についても違法若しくは不当は認められ 

ない。 

よって、本件監査請求については理由がないと判断し、棄却とする。 

 ４ 付言 

   監査委員の判断は以上のとおりであるが、付言を行う。 

本件監査請求は、修繕工事が建設業法に違反する分割発注工事ではない

かと請求人が疑念を抱いたところから端を発したものであり、請求人の調

査によって、下水道法に抵触する修繕工事が行われていた事実が明らかに

なったものである。 

下水道法において、暗渠内への工作物の設置については、行為の制限が

規定されているにも関わらず、令和５年度に水道工務課において、下水道

工務課に協議することなく、ボックスカルバートを削孔し、修繕工事を行

っていたことは、法令を遵守するという公務員としての基本姿勢及び組織

間の連携が欠如していたと言わざるを得ない。   

また、下水道法に抵触する修繕工事であるにも関わらず、管理監督職員

が防止することなく、複数回にわたり、ボックスカルバートへの削孔を繰

り返す修繕工事が行われていたことから、同様の手法を取った修繕工事が

他の場所においても行われているのではないか、市内の下水道施設全体の

安全性は確保されているのか、疑念は増すばかりである。 

  地方公務員法第３２条において「職員は、その職務を遂行するに当って、

法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に 

従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と規 

定されているにも関わらず、水道法に係る関係法令のみで判断し、施工時 

に関係する他法令の確認を怠り、結果、下水道法に抵触する工事を施工し 

た事実に斟酌する余地はなく、上下水道事業管理者は、このような事案が 

生じた要因を今一度考察され、危機管理意識をもって再発防止対策を講じ 

られるとともに、局一丸となって信頼回復に努められたい。 

以上 

  


